
新 旧 対 照 表

改正後 改正前

高知県高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

第１条～第 14 条 【略】

１ この要綱は、平成 30 年４月５日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱の基づき交付された補助金

については、第５条第１項第３号から第７号まで及び第２項、第９条第３項及び第４項並びに第 13 条の

規定は、同日以降もなおその効力を有する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 30 年 12 月 25 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 31 年４月８日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和元年６月 13 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和２年４月 28 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年７月８日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和４年４月 22 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和５年４月 27 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和６年５月 15 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和７年６月 26 日から施行する。

高知県高性能林業機械等整備事業費補助金交付要綱

第１条 ～第 14 条 【略】

１ この要綱は、平成 30 年４月５日から施行する。

２ この要綱は、令和８年５月 31 日限りその効力を失う。ただし、この要綱の基づき交付された補助金

については、第５条第１項第３号から第７号まで及び第２項、第９条第３項及び第４項並びに第 13 条

の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 30 年 12 月 25 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、平成 31 年４月８日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和元年６月 13 日から施行する。

（附 則）

１ この要綱は、令和２年４月 28 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和３年７月８日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和４年４月 22 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和５年４月 27 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和６年５月 15 日から施行する。

（附 則）

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

【新設】



別表第１（第２条、第４条－第１１条関係）

別表第２ 【略】

別表第３（第３条関係）

事業区分 事業内容 事業主体 補助事業者

１　高性能林業機械の導入 選定経営体等の高性能林業機械等の
導入に対する支援

【略】 【略】

２　林業機械のリース 選定経営体等が、最長５カ年のリー
ス契約により高性能林業機械等を導
入するための支援

市町村、森林整備法人等、選定経営
体及び再貸付けを実施するもの（林
業労働力確保支援センター、森林組
合連合会及び特認団体に限る。）
で、県内に事業所を有する法人であ
るもの

【略】

３　新規参集者への導入等支援 【略】

４　附帯事務費 【略】 【略】

５　附帯事業費 【略】 【略】 【略】

【略】

Ａ Ｂ

１．高性能林業機械等の導入に関する留意事項について

　　【略】

呼称単位
事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

１　高性能林業機械の導入 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】

別表第１（第２条、第４条－第１１条関係）

別表第２ 【略】

別表第３（第３条関係）

事業区分 事業内容 事業主体 補助事業者

１　高性能林業機械の導入 選定経営体の高性能林業機械等導入
に対する支援

【略】 【略】

２　林業機械のリース 選定経営体が、５カ年のリース契約
により高性能林業機械等を導入する
ための支援

市町村、森林整備法人等、選定経営
体及び再貸付けを実施するもの（林
業労働力確保支援センター、森林組
合連合会及び特認団体に限る。）

【略】

３　新規参集者への導入等支援 【略】

４　附帯事務費 【略】 【略】

５　附帯事業費 【略】 【略】 【略】

【略】

Ａ Ｂ

１．高性能林業機械等の導入に関する留意事項について

　　【略】

呼称単位
事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

１　高性能林業機械の導入 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】



Ａ Ｂ

　

高性能林業機械等※ ２分の１以内

ハーベスタ 台

ロングリーチハーベスタ 台

IoTハーベスタ 台

フェラーバンチャ 台

プロセッサ 台

タワーヤーダ 台

スイングヤーダ 台

グラップルソー 台

台

ロングリーチグラップル 台

フォワーダ 台

林業用四輪駆動ダンプトラック 台

搬器 台

集材機 台

その他 －

２．林業機械のリースに関する留意事項について

呼称単位

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

　（２）　林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

　（３）　事業計画が、県の「林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想」に照らし適切なものであるこ
　　　　と。

　（４）　リース期間満了までにおおむね3,000m3/年以上の素材生産を行うことが計画されておりその達成が見込まれること。

　（５）　リース物件はリース事業者が当該物件の製造又は販売業者等から新たに購入するものであり、リース期間は大蔵省令に定める法定耐用年数の
　　　　70％以上（１年未満の端数は切り捨てる。）で法定耐用年数以内であること。

　（６）　リース料の水準その他リースの条件が妥当なものであり、リース期間満了後のリース物件は、再リース、リース事業者への返還又は廃棄され
　　　　るものであること。

  （７）　補助金の額は次に掲げる算式により計算し、いずれか小さい額とする。
　　　　　なお、算式中のリース物件価格及び残存価格は消費税及び地方消費税を除く額とし、リース期間は、借受者（事業実施主体）がリース物件を
　　　　借り受ける日から当該リース期間の満了予定日までの日数を365で除した数値の小数第３位の数字を四捨五入して小数第２位で表した数値とす
　　　　る。　
　　　 　（ア）（リース物件価格）×（リース期間／法定耐用年数）×1/2以内 
　　　 　（イ）（リース物件価格－残存価格）×1/2以内

　（８）　リース契約に、リース対象物件の取得価格及び残存価格（消費税及び地方消費税を除く。）を明記すること。

　（９）　リース契約に機械の導入年度に補助金がリース事業者に支払われる旨明記されており、かつ、支払うリース料はこれを差し引いた額を基に算
　　　　出されていること。

　（10）　補助金を受領した場合、遅延無くリース事業者に補助金相当額を支払うこと。また、支払いが完了したときは、速やかに領収書の写し等の証
　　　　拠書類を所長に提出すること。

　（11）　関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。

　（12）　事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議会等に参画しているものと連携して、素材生産を行うものであ
　　　　ること。また、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年２月15日）」により木材・木材製品の合法性又
　　　　は持続可能性を証明する方法が確立されていること又は確立されることが確実であると認められること。

  ｢削除｣

　（13）　事業実施主体は、作業安全対策に知見のある労働安全コンサルタント等の専門家の診断を事業完了の翌年度末までに受けること。
　　　　　ただし、既に労働安全コンサルタント等の専門家の診断を受けている場合にあっては、この限りではない。

　（14）　県は、事業実施主体からリース物件の貸付期間中、達成状況報告により当該機械の利用状況を把握するとともに、次に掲げる事由のいずれか
　　　　に該当する場合において、正当な理由なく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、事業実施主体に対して補助金の全部又は一部の返還を　　
　　　　命じることができる。
　　　　　ア　リース契約を解約又は解除したとき。
　　　　　イ　事業実施主体が経営を中止したとき。
　　　　　ウ　貸付期間中に借り受けた機械が滅失したとき。
　　　　　エ　申請書等に虚偽の記載をしたとき。
　　　　　オ　リース契約の内容に定められた契約内容に合致しないことが明らかになったとき。
　　　　　カ　報告を怠ったとき。
　　　　　キ　森林関係法令の違反等不適切な行為を行ったとき。

　（15）　労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
　　　　　・｢チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン｣に基づく措置を実施すること。
　　　　　・県等が実施する、林業の多様な担い手のための取組の活用に努めること。

　（16）　その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

２　林業機械のリース

フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップル
バケット

台

フォーク収納型グラップルバケット

架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせた
システム

式

林業機械のリースに係る経費のう
ち、リース対象物件の取得に要す
る経費から残存価格がある場合は
残存価格を引いたものとし、対象
となる施設は、「工種又は施設区
分」に掲げるものとする。

【新規】【新規】

　

高性能林業機械等※ ２分の１以内

ハーベスタ 台

ロングリーチハーベスタ 台

IoTハーベスタ 台

フェラーバンチャ 台

プロセッサ 台

タワーヤーダ 台

スイングヤーダ 台

グラップルソー 台

台

ロングリーチグラップル 台

フォワーダ 台

林業用四輪駆動ダンプトラック 台

搬器 台

集材機 台

その他 －

広域利用林業機械

上記に同じ

単独・広域併用機械

上記に同じ

２．林業機械のリースに関する留意事項について

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

【新規】

　（２）　林業機械については、機械の規模、性能等が利用計画等からみて適切なものであること。

　（３）　事業計画が、県の「林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想」に照らし適切なものであ
　　　　ること。

　（４）　リース期間満了までにおおむね3,000m3/年以上の素材生産を行うことが計画されておりその達成が見込まれること。

　（５）　リース物件はリース事業者が当該物件の製造又は販売業者等から新たに購入するものであり、リース期間は大蔵省令に定める法定耐用年
　　　　数の70％以上（１年未満の端数は切り捨てる。）で法定耐用年数以内であること。

　（６）　リース料の水準その他リースの条件が妥当なものであり、リース期間満了後のリース物件は、再リース、リース事業者への返還又は廃棄
　　　　されるものであること。

　【新設】

　（７）　リース契約に、リース対象物件の取得価格及び残存価格（消費税及び地方消費税を除く。）を明記すること。

　（８）　リース契約に機械の導入年度に補助金がリース事業者に支払われる旨明記されており、かつ、支払うリース料はこれを差し引いた額を基
　　　　に算出されていること。

　（９）　補助金を受領した場合、遅延無くリース事業者に補助金相当額を支払うこと。また、支払いが完了したときは、速やかに領収書の写し等
　　　　の証拠書類を所長に提出すること。

　（10）　関係法令に基づき必要となる設備を備えたものであること。

　（12）　事業実施主体は、合法木材供給事業者認定一覧表に記載されていること。

  （13）　事業実施主体は、地域の原木安定供給対策の協議会等に参画又はこれらの協議会等に参画しているものと連携して、素材生産を行うもの
　　　　であること。

　【新設】

　（14）　県は、事業実施主体からリース物件の貸付期間中、達成状況報告により当該機械の利用状況を把握するとともに、次に掲げる事由のいず
　　　　れかに該当する場合において、正当な理由なく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、事業実施主体に対して補助金の全部又は一部　　
　　　　の返還を命じることができる。
　　　　　ア　リース契約を解約又は解除したとき。
　　　　　イ　事業実施主体が経営を中止したとき。
　　　　　ウ　貸付期間中に借り受けた機械が滅失したとき。
　　　　　エ　申請書等に虚偽の記載をしたとき。
　　　　　オ　リース契約の内容に定められた契約内容に合致しないことが明らかになったとき。
　　　　　カ　報告を怠ったとき。
　　　　　キ　森林関係法令の違反等不適切な行為を行ったとき。

　（15）　労働安全対策、持続的な林業経営の確立等に関する以下の項目に取り組むこととする。
　　　　　・｢チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン｣に基づく措置を実施すること。
　　　　　・県等が実施する、林業の多様な担い手のための取組の活用に努めること。

　（11）　その他、詳細に関しては国庫補助事業の運用に定める基準を満たすこと。

【新規】 【新規】 【新規】 【新規】

２　林業機械のリース

フェリングヘッド付きフォーク収納型グラップル
バケット

台

フォーク収納型グラップルバケット

架線式グラップルと油圧集材機とを組み合わせた
システム

式

林業機械のリースに係る経費のう
ち、リース対象物件の取得に要す
る経費から残存価格がある場合は
残存価格を引いたものとし、対象
となる施設は、「工種又は施設区
分」に掲げるものとする。



別記 第１号様式の１（第４条関係）

１～６ 【略】

別紙１－１－１～別紙１－１－５ 【略】

Ａ Ｂ

３．新規参入者への導入等支援の留意事項について

　【略】

Ａ Ｂ

４　附帯事務費

５　附帯事業費

４．附帯事務費、５.附帯事業費に関する留意事項について

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

　（２）　事業区分１を実施する市町村等に限る。

呼称単位

呼称単位

　（３）　附帯事業費については、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等を活用する場合に限る。

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

３　新規参入者への
　　導入等支援

（略） （略） （略） （略） （略）

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略）

(注）　　補助金額については、事業費に「補助率」欄に定める単価等を適用して算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数
　　　　を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別記 第１号様式の１（第４条関係）

１～６ 【略】

別紙１－１－１～別紙１－１－５ 【略】

Ａ Ｂ

３．新規参入者への導入等支援の留意事項について

　【略】

【新規】【新規】

４　附帯事務費

５　附帯事業費

４．附帯事務費、附帯事業費に関する留意事項について

　（１）　補助金については、事業区分間で流用してはならないものとする。

　（２）　事業区分１を実施する市町村等に限る。

呼称単位

【新規】

　（３）　附帯事業費については、森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策補助金等を活用する場合に限る。

事業区分 補助対象経費 工種又は施設区分 　補　　助　　率

３　新規参入者への
　　導入等支援

（略） （略） （略） （略） （略）

【新規】 【新規】 【新規】 【新規】

（略） （略） （略） （略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略）

(注）　　補助金額については、事業費に「補助率」欄に定める単価等を適用して算出するものとし、当該補助金額に1,000円未満の端数

　　　　を生じたときは、これを切り捨てるものとする。



別紙１－１－６

申請時(します)☐ 報告時(しました)☐

チェック

① ☐

② ☐

チェック

③ ☐

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

チェック

⑧ ☐

⑨ ☐

チェック

⑩ ☐

チェック

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

⑭ ☐

環境負荷低減チェックシート(林業事業者等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日

(１)適正な施肥 ※ 種苗生産を行う場合(該当しない ☐)

肥料の適正な保管

肥料の使用状況等の記録・保存に努める

(２)適正な防除 ※ 農薬を使用する場合(該当しない ☐)

農薬の適正な使用・保管

農薬の使用状況等の記録・保存

(３)エネルギーの節減

林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

(４)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(５)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

廃棄物の削減に努め、適正に処理

未利用材の有効活用を検討

(６)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施業等)に努める

(７)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(１)、(２)又は(４)の※で示す場合に該当しない場合は、「該当しない」にチェック

をすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

別紙１－１－６

申請時(します)☐ 報告時(しました)☐

チェック

① ☐

② ☐

チェック

③ ☐

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

チェック

⑧ ☐

⑨ ☐

チェック

⑩ ☐

チェック

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

⑭ ☐

環境負荷低減チェックシート(林業事業者等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日

(１)適正な施肥 ※ 種苗生産を行う場合(該当しない ☐)

肥料の適正な保管

肥料の使用状況等の記録・保存に努める

(２)適正な防除 ※ 農薬を使用する場合(該当しない ☐)

農薬の適正な使用・保管

農薬の使用状況等の記録・保存

(３)エネルギーの節減

林業機械や施設の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないように努める

(４)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(５)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

廃棄物の削減に努め、適正に処理

未利用材の有効活用を検討

(６)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施(物資調達、施業等)に努める

(７)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

林業機械等の装置・車両の適切な整備と管理の実施に努める

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(１)、(２)又は(４)の※で示す場合に該当しない場合は、「該当しない」にチェック

をすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。



別紙１－１－７

申請時(します)☐

チェック

① ☐

② ☐

③ ☐

チェック

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

⑧ ☐

チェック

⑨ ☐

⑩ ☐

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

環境負荷低減チェックシート(その他民間事業者・自治体等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日 報告時(しました)☐

(１)エネルギーの節減

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと(照明、空調、ウ 
ォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等)を検討

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

(２)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(３)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

(４)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施に努める ※ 生物多様性への影響が想定される工
事等を実施する場合(該当しない □)

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 ※ 特定事業場である場合(該当しない □)

(５)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

機械等の適切な整備と管理に努める(該当しない □)

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(２)、(４)の⑦若しくは⑧又は(５)の⑫に該当しない場合は、「該当しない」に

チェックをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。

別紙１－１－７

申請時(します)☐

チェック

① ☐

② ☐

③ ☐

チェック

④ ☐

チェック

⑤ ☐

⑥ ☐

チェック

⑦ ☐

⑧ ☐

チェック

⑨ ☐

⑩ ☐

⑪ ☐

⑫ ☐

⑬ ☐

環境負荷低減チェックシート(その他民間事業者・自治体等向け)

事業実施主体名 提出時期

記入年月日 報告時(しました)☐

(１)エネルギーの節減

オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・保存に努める

省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をしないこと(照明、空調、ウ 
ォームビズ・クールビズ、燃費効率のよい機械の利用等)を検討

環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討

(２)悪臭及び害虫の発生防止 ※ 発生源となる場所で作業する又は発生原因 とな
るものを扱う場合(該当しない ☐)

悪臭・害虫の発生防止・低減に努める

(３)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分

プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

資源の再利用を検討

(４)生物多様性への悪影響の防止

生物多様性に配慮した事業実施に努める ※ 生物多様性への影響が想定される工
事等を実施する場合(該当しない □)

排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 ※ 特定事業場である場合(該当しない □)

(５)環境関係法令の遵守等

みどりの食料システム戦略の理解

関係法令の遵守

環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める

機械等の適切な整備と管理に努める(該当しない □)

正しい知識に基づく作業安全に努める

注：(２)、(４)の⑦若しくは⑧又は(５)の⑫に該当しない場合は、「該当しない」に

チェックをすることとし、当該項目の各取組のチェック欄へのチェックは要しない。



第１号様式の２（第４条関係）

１～５ 【略】

別紙１－２－１ 【略】

別紙１－２－２

３ 【略】

別紙１－２－３～５ 【略】

第２号様式の１（第６条関係）～第８号様式（第 11 条関係） 【略】

別紙８－１～別紙８－４ 【略】

１　収　入　　

単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　考

２　支　出　　

単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　考

収　支　計　画　書

区　　　　　分

事業区分

県　   補　　助   　金

市   　町   　村   　費

そ　　　　の　　　　他

計

計

第１号様式の２（第４条関係）

１～５ 【略】

別紙１－２－１ 【略】

別紙１－２－２

３ 【略】

別紙１－２－３～５ 【略】

第２号様式の１（第６条関係）～第８号様式（第 11 条関係） 【略】

別紙８－１～別紙８－４ 【略】

１　収　入　　「略」

単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　考

２　支　出　　「略」

単位：円

予　　　算　　　額 備　　　　　考

収　支　計　画　書

区　　　　　分

事業区分

県　   補　　助   　金

市   　町   　村   　費

そ　　　　の　　　　他

計

計


